
- 1 -

司法試験委員会会議（第１１回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成１６年１０月７日（木）１４：１５～１６：２０

２ 場所

最高検察庁大会議室

３ 出席者

（委員長）上谷清

（委 員）浅海保，小幡純子，神垣清水，長谷川眞理子，本間通義

(敬称略 )

（幹 事）大谷晃大，椛嶋裕之，村上正敏（敬称略）

（議題２についてのみ出席）

（同委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課 ））

池上政幸人事課長，横田希代子人事課付 (幹事兼任 )，丸山嘉代人事課付，

古宮義雄試験管理官

４ 議題

(1) 平成１６年度司法試験第二次試験論文式試験合格者の決定について

(2) 併行実施期間中の現行司法試験及び新司法試験合格者数に関する方針に

ついて

(3) 司法試験受験特別措置検討会構成員の委嘱等について

(4) 司法試験第一次試験免除に関する個別審査について

(5) 司法試験第二次試験考査委員の推薦について

(6) 平成１６年度司法試験第二次試験短答式試験における不正受験者の取扱

いについて

(7) その他報告案件

５ 配布資料

（ ）【 】資料 １ 法曹養成検討会メンバー １１人 首相官邸ホームページ抜粋

資料 ２ 司法制度改革推進本部顧問会議（第 17回）議事概要【首相官邸ホ

ームページ抜粋】

資料 ３ 法曹養成検討会（第 18回）議事録

資料 ４ 法曹養成検討会（第 19回）議事録

資料 ５ 法曹養成検討会（第 20回）議事録

資料 ６ 司法試験に関する意見の整理

資料 ７ 平成 15年度司法試験第二次試験結果について

資料 ８ 司法試験受験特別措置検討会要領（案）
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資料 ９ 司法試験受験特別措置検討会委員候補者名簿

資料 10 個別の受験資格審査の概要

資料 11 平成 16年度司法試験（第二次試験）考査委員推薦候補者名簿

６ 議事等

(1) 平成１６年度司法試験第二次試験論文式試験合格者の決定について

○ 平成１６年度司法試験第二次試験論文式試験について，及落判定考査委

員会議の判定に基づき，合格点１３６．５０点以上の１，５３６名を合格

者とすることが決定された。

「司法試験の受験手続及び運営に関する規則」第１１条に基づく合格者

の受験番号の官報公告は，１０月２０日（水）付け官報により行うことと

された。

(2) 併行実施期間中の現行司法試験及び新司法試験合格者数に関する方針につ

いて

○ 幹事代表から，席上備付け資料中の「司法制度改革審議会意見書 「司」

法制度改革推進計画」及び配布資料１～６を基に，以下の点を中心に説明

があった。

① 「司法制度改革審議会意見書」では，

ⅰ 法曹人口については，計画的にできるだけ早期に，年間３，０００

人程度の新規法曹の確保を目指す必要があるとして，具体的には，平

成１６年には合格者１，５００人を達成することを目指し，さらに，

法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めなが

ら，平成２２年ころには新司法試験の合格者数を年間３，０００人と

することを目指すべきであるとされた。

ⅱ 新たな法曹養成制度の中核となる法科大学院の教育内容及び教育方

法については，厳格な成績評価及び修了認定が行われることを不可欠

の前提とした上で 法科大学院の課程を修了した者のうち相当程度 例， （

えば約７～８割）の者が新司法試験に合格できるよう，充実した教育

を行うべきであるとされた。

ⅲ 現行司法試験については，新制度への完全な切替えに至る移行措置

として，現行司法試験の受験生に不当な不利益を与えないよう，新司

法試験実施後も５年間程度は，これと併行して引き続き実施すべきで

あるとされた。

② 同意見については，これを最大限に尊重して司法制度改革の実現に取

り組むこととし，速やかにこれを推進するための所要の作業に着手する

旨の閣議決定がされた。

③ その後，同意見の趣旨にのっとって行われる司法制度改革に関し政府

が講ずべき措置を示すものとして 「司法制度改革推進計画」が閣議決，

定された。上記問題に関係する部分は，以下のとおり。
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ⅰ 「法曹人口の拡大」として，司法試験の合格者の増加に直ちに着手

することとし，法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等

を見定めながら，平成２２年ころには司法試験の合格者数を年間３，

０００人程度とすることを目指すこととされた。

ⅱ 司法試験については，法科大学院の教育内容を踏まえた新たな司法

試験を法科大学院の最初の修了者を対象とする試験から実施すること

とし，ただし，新司法試験実施後も５年間程度は併行して現行司法試

験を引き続き実施するとともに，経済的事情や既に実社会で十分な経

験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹

資格取得のための適切な途を確保することとして，所要の法案を提出

することとされ，司法試験法が改正された。

④ 司法制度改革推進本部に設置された法曹養成検討会においては，第１

８回ないし第２０回（資料３ないし資料５）において議論されており，

各回の議事の概要は以下のとおり。

・第１８回

現行司法試験については，平成１６年と１７年に合格者数を１，５

００人出すという制度設計になっているが，平成１８年において現行

司法試験の合格者が１，５００人である必要はなく，むしろ減ってい

くというイメージである，というのがこの回の大方の意見であった。

・第１９回

移行期間中の現行司法試験の実施は，現在の受験生に不当な不利益

を与えないという趣旨であって，現在の学部の学生が，現行司法試験

を受けるという形で現行の受験者が増えるということは，その制度設

計には入っていない。現行司法試験の合格者は，平成１８年から減ら

していき，数の上でも新司法試験が根幹になるというイメージだとい

う意見が大方の意見であった。

ただし，平成１８年については別途の考慮が必要であり，同年から

現行司法試験の合格者を大幅に減らすことは問題があるという意見も

出された。すなわち，現行司法試験受験者に対しては，３回の受験回

数は保証すべきではないかということと，新司法試験の受験者に対し

ても２年コースと３年コースとで同じような合格率とするようにバラ

ンスを図るべきではないかということを理由とする。

一方，別の委員から，平成１９年から思い切って新司法試験の合格

者を増やす必要があるのではないか，あるいはアナウンス効果もねら

って，平成１８年から現行司法試験の合格者数を大幅に減らすべきで

はないかといった意見，２年コースの学生の数を見極めて検討するべ

きではないかといった意見も出された。

座長から，この問題については，最終的には司法試験委員会が立ち

上がったら，そこで検討していただくものとして，機会があれば検討

したいとされた。
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・第２０回

これまでの意見を踏まえて 「司法試験に関する意見の整理（案 」， ）

（資料６の１枚目）が協議された。

案について，ある委員から，この問題に関しては不確定要素が多す

ぎるため判断が難しいとされた。つまり，２年コースの受験生が何人

いるのか分からない，新司法試験の受験者数も分からない，法科大学

院の教育の質についても分からない，現行司法試験でどの程度の数が

受験するのか，またその受験者の力の程度も分からないといったこと

から，このような取りまとめが可能かどうかも分からないといった問

題提起がなされた。したがって，平成１８年の現行司法試験の合格者

数については相当程度減るという程度のコンセンサスしか形成できな

いのではないかという意見が出された。

これに対して，別の委員から，その批判は新しい司法試験の合格者

数をどう設定するかという問題についてであって，現行司法試験の合

格者の枠をどう設定するかという問題とは違うのではないか，要する

に，既に受験準備を開始している現行司法試験の受験者に不利益にな

らないような数であればいいのではないかという反論が出された。

また，ここでどういった数が不利益にならないのか，ということが

， ， ，議論され ５００人程度であれば 不利益に当たらないのではないか

といった意見が出されたが，なぜ５００人程度が不利益に当たらない

のかという理由については，ごく大ざっぱに言って，合格者が１，５

００人になって２年続くのであれば，それ以降も数百人が合格するの

であれば，救済としては十分ではないかという意見が出された。

最終的には，資料６の２枚目のとおり取りまとめられ，当初案では

人数を明記することとなっていたものが 「年間数百名程度」として，

取りまとめられた。なお，この「数百」については，５００～６００

というイメージであるとの意見が出されている。

こうして取りまとめられた資料６の２枚目の「司法試験に関する意

見の整理」は，新司法試験については一切触れられておらず，現行司

法試験の数をどうするのかということだけに限定されたものとして出

された。その内容であるが，第２の１において，移行期の現行司法試

験は 「受験者に不当な不利益を与えないようにするとの観点から引，

き続き実施される ものであることを確認し 第２の２において 年」 ， ，「

間数百名程度とし，毎年漸減させることとしても，現在の受験者に不

」 。当な不利益を与えることにはならないものと考えられる としている

最後に，座長は，この「司法試験に関する意見の整理」を司法試験

委員会に引き継ぎたいとし，ただ，司法試験の実施主体は司法試験委

員会なので，この取りまとめを尊重されることを期待するが，司法試

験委員会における検討を拘束するものではないと発言している。

⑤ 先般９月８日の司法制度改革推進本部顧問会議（第１７回）において
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も新旧司法試験の併存期間の合格者数について若干議論がなされた。資

料２が その議事概要であるが そこで最終的な取りまとめとして 法， ， ，「

科大学院が基幹的な高度専門教育機関であるとの趣旨に照らし，その成

長発展を促すとの国の方針にのっとり，関連諸制度の運用が図られるべ

きであり，特に，平成１８年から始まる新司法試験の実施の在り方もこ

のような観点から検討されるべきである 」との要望が述べられた。。

○ 続けて，幹事代表から，幹事会合における検討結果について報告があっ

た。概要は，以下のとおり。

， ， 。 ，① この問題について 幹事間で これまで議論を重ねてきた 本来なら

選択科目の選定の時と同様，幹事としての意見を取りまとめて，幹事案

というようなものを提示することができれば良かったのだが，幹事間で

もいろいろな考え方があり，幹事全員一致の意見というものを集約する

ことができなかった。そこで，これまでの幹事会合における議論の概要

を報告することにより，今後の委員会における議論の参考に供していた

だきたい。

② まず，平成１８年の受験者については，２年コースの者のみが受験す

ることとなるため，入学者の４割程度の者しか受験しないものと見込ま

れ，新司法試験の本来の姿とは異なる。また，平成１８年の受験者と平

成１９年以降の受験者との間で，合格率に格段の差が生じる場合，試験

制度の安定性・公平性という問題がある。

次に，法曹人口については，平成２２年ころには，年間３，０００人

程度を目指す，としている。具体的には，今年，来年と１，５００人ベ

ースで合格者を増やした後，平成２２年ころには３，０００人とすると

いう目標が定められている。ただ，この点については，意見書や推進計

画でも言われているように，法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整

備の状況等を見定めながら，ということであるので，そのような見定め

。 ，なしに早期に急激に増加させるということは不適当である したがって

平成１７年から平成２２年にかけて各年度間の合格率の公平性等に配慮

しつつ，計画的に合格者数を増加させていく必要がある。

これらのことをベースにすると，総合格者については，まず新司法試

験が始まる平成１８年には，新しい司法試験を受ける受験予定者数もか

んがみ，前年より若干多めとして，その後毎年４００人ないし５００人

程度増加させていき，平成２１年には，３，０００人に極めて近い数字

を達成するということが考えられる。

一方，現行司法試験の合格者数については，今年・来年と各１，５０

０人程度の合格者を輩出することを踏まえ，これを思い切って半減して

も不当な不利益とはいえないと考えられる。ただ半減するとなると７５

０人になるが，１０人単位の枠は中途半端であり，取りあえずの枠とし

て，８００人が考えられる。以降これを半減させていく。そうすると最

後の平成２２年については，５０人ということになるが，この場合，枠
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としての規模が小さくなりすぎる，あるいは研修所のクラスを組むのに

新旧を一緒にするわけにはいかないので，クラス編成の点でも問題があ

。 ， ， 。る そうしたことから 最終年度には １００人という枠も考えられる

， ， ，他方 新司法試験の合格者数について ①法科大学院の入学者が全員

新司法試験を受験する，②その場合，卒業した年から新司法試験の受験

， ， ，を始め 不合格の場合は引き続き受験する ③ある時期に受験する者は

その時点の受験回数にかかわらず，すべて同一の合格率とするという前

提でシミュレートすると，併行実施期間が終了して新司法試験に一本化

されるころになると，いわゆる単年度の合格率については，大体これが

２０％前後になる。また，ある年に法科大学院に入った人が３回の受験

機会に通る確率という観点からみると，合格率は，大体５０％というこ

とになる。新司法試験の受験者間の公平性を勘案すれば，併行実施期間

中の各年の合格者数についても，大体この割合を基準にするのが相当と

考えられる。ただ，このような考え方でいくと，平成１８年の新司法試

験の合格者数については，５００人程度が相当ということになる。しか

し，法科大学院への誘導効果，新しい法曹養成制度を育てるという観点

から，政策的な配慮をすれば，５００人というのでは少なすぎて，これ

を８００人程度に上げるということも考えられる。その後新たに参入し

， ， ，てくる新司法試験の受験者数の増加等にかんがみ 次の年は これを１

６００人に倍増するなど思い切って増やし，その後，３，０００人を目

指して数百人ずつ徐々に増やしていくということが考えられる。

以上のような考え方やこれを基にしたシミュレーション（初年度の新

司法試験合格者数を５００人，８００人，１，０００人としたもの）な

どをベースにして，更に幹事会でいろいろ議論した結果，新しい法曹養

成制度を育てていくという観点からこの問題を考えていかなければなら

ないということについては，幹事としてだれ一人として反対する者はい

なかった。ただ，実際どうやって増やしていくかということでは，今説

明したような内容の方向性でおおむねいいのではないかと考える者もい

れば，各年度の合格率における公平性というのはきっちりと守るべきで

はないか，それは第１回に受けた人だけがほかの機会に受けた人に比べ

て非常に有利になるというのはやはり不公平ではないかという観点か

ら，基本としては，新司法試験の合格者は初年度５００人という形にす

べきではないかという意見が出される一方，新しい法曹養成制度を育て

る，これから法科大学院へ誘導していかなければいけない，これからは

， ，そういう観点をもっとアピールすべきだと そういう政策的な配慮から

初年度１，２００人程度としてはどうか，そして，次年度以降，更に総

合格者数を増やしていき，もっと早い時期に３，０００人に達成するよ

うな形で合格者数を決めていったらどうかという意見も出された。

○ 別の幹事から以下のとおり補足説明があった。

， ， ， ，初年度１ ２００人の案というのは 私が申し上げたが 具体的には
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新試験を１，２００人，旧試験を５００人にするというものである。ま

， ， ， ， ，た 平成１９年の合格者についても 若干 議論になり 私の方からは

２，４００人と３００人という形の意見を出した。平成１９年段階につ

いては，司法修習の実務修習の受入れという観点も考える必要があるの

かどうかという議論もあった。そういう点も踏まえながら，２，４００

人という数を出したが，その後は，なだらかにという形で，２０年につ

いては，２，６００人という意見を申し上げた。

○ 幹事代表から以下のとおり補足説明があった。

委員会においては，今回の問題の取りまとめの形がどうあるべきかに

ついても御議論いただいた方が良いのではないか。移行期間全期間につ

， ，いて その数字を５年分しっかり明示してしまうことがいいのかどうか

， ，こういう数字を出すのは３年分程度にして あとはざっくりとした形の

例えば文章で補うという方法も考えられる。それから，不確定要素が多

すぎるので，委員会で決めた案というものの見直しをどのように考える

のかということも議論していただいた方が良いのではないか。更に，幹

事会合では，８００人であるとか，１，２００人であるとか，確定値を

出して議論したが，そういう形が果たしていいのかどうか，そういった

ことも御議論いただければと思う。

なぜこういう不確定要素が多い中で，こういうものを委員会として，

公式に発表しなければならないのかという目的を考えた場合，これから

司法試験を受験していく人たちが，その進路選択をする上での一つのメ

ルクマールを与えるという意味合いで出すのだろうと思うが，そのよう

な目的にも関連して，見直しをどういうふうにするのか，数の置き方を

どうするのが適当なのかという点も御議論に含めていただければと思

う。

（◎委員長，○委員，□幹事）

◎いろいろな議論を含んでいるので詳しい議論は次回以降ということにしたい

が，質問やお気付きの点があればどうぞ。

○合格者の数字を発表するということがどのような機能を果たし，影響力を持つ

のか。あるいは，どの程度の修正の可能性があるのか。

， ，□合格者の数字を公表することには 受験者がこれから新司法試験を受けるのか

。 ，旧司法試験を受けるのかという選択の際の便宜という面で意味がある しかし

数字を公表していながら将来的にそれが大幅に変わってしまうというのでは，

何のために公表したのか分からなくなってしまう。しかも，不確定要素が極め

て大きい。実際に平成１８年にどれくらいの人数が新司法試験及び現行試験を

受けるのかも判然としない。修正の幅をどの程度認めるのかということは，何
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のために公表するのかという目的との兼ね合いで決めていく必要がある。

◎例えば長期のシミュレーションをやると，ある一年度で受ける受験生の中でざ

っと合格率２０％というふうな数字が出てくる。ただ，３年間受けることがで

きるのだから，ある人を中心に考えて３年間受けて合格する率から考えてみる

と，大体５０％程度になる。それは３，０００人合格するのに対して法科大学

院の出身者が６，０００人前後であれば，半分合格するのは当然だということ

だが，そこのところが問題である。要するに，最初問題にされていた７０％程

度が合格するというのは，そういう意味で３年間受け続けて７０％合格すると

いうことを頭に描いていたのか，それとも法科大学院を出れば最初の試験で７

０％ぐらい合格するということを頭に描いていたのかというイメージの違いが

ある。

□先ほど説明したとおり，７，８割というのは，７，８割の者を合格させなさい

という実施者側に対する指示ではなく，あくまでも法科大学院側に対するメッ

セージであって，厳格な成績評価，厳格な修了認定が行われるということを不

， ，可欠の前提とした上で 法科大学院ではその課程を修了した者のうち相当程度

例として７，８割といった人が新司法試験に合格できるように，充実した教育

を行うべきだという取りまとめである。

◎そのとおりだが，それなら，法科大学院は全体として７０％が合格するような

人しか卒業させないという前提でシミュレーションすればいい。今聞いたとこ

ろではそうではなくて，入学してきた人を全部卒業させるという形でシミュレ

ーションしている。要するに前提が違ってきている。確かに法科大学院に対す

る努力目標なのに，司法試験の方でもっと合格者数を増やせという要請がきて

おり，何か変な感じがする。

□３，０００人の話と７，８割の話は，別々のものではなくて，同じ意見書の中

で言われている。これを考えると，この議論をされた背景には，大体４，００

０人程度が司法試験を受験するようなその程度の法科大学院を想定していたの

ではないか。その前提が現に崩れてしまったということ。

○７，８割というのは確かに法科大学院に課せられた目標だが，法科大学院がき

ちんと第三者評価を受けて自分で厳選して人を輩出して，７，８割という人数

が絶対評価的に実現できれば良いが，この制度はそうではなくて，人数が先に

決まる，つまり平成２２年ころに３，０００人という数字から決まってくる合

格者数がある。結局，矛盾するところから出発しなければいけない。

消費者的な学生の立場になってみると，これは日本が司法制度改革というこ

とで立ち上げて，初めは，例えば７，８割のような制度設計をすると言った。

その設計についてだれが責任を持つかということだが，そのあと法科大学院が
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たくさん認可され，修了者がたくさん出そうな状況になった。一つの国がやっ

ていることが結局ちぐはぐになって，一番初めに言った司法制度改革の理念が

実現できないということになる。これは少し前から言われてはいるが，学生達

にしてみれば，詐欺のような，だまされたようなものだと感ずるのは無理はな

い。国が制度を立ち上げて，それにのっとって国の機関が皆，文部科学省，法

務省，司法試験委員会とかかわっていった結果，７，８割合格という制度設計

が全く実現できないということになってしまっている。この３，０００人とい

う枠がある以上は，非常に難しく，矛盾する条件の中であがいているというよ

うな感じ。

◎法曹の質というのは，やはり一定の質を確保しなければならない。法曹の質が

悪くなると被害を受けるのは結局国民ということになる。だから，それだけの

水準に達した人をそろえないといけない。３，０００人のセットをしたことが

いいか悪いかという別の議論はあるとは思うが，司法制度の改革で識者の知恵

を集めて３，０００人ということが決められたわけだし，政府の方針として決

まって，私もこういう委員会の委員としてやっていく以上は，それを前提とし

て考えている。平成２２年ころに３，０００人という枠を安易に崩してこられ

ると議論ができなくなってしまうし，やはりそれだけのしっかりした人材をそ

ろえるということは考えておかなければいけない。ここは新司法試験の在り方

にかかわる大切なところである。学生には厳しいかもしれないがこの線は譲れ

ないと思う。

新司法試験と旧司法試験の混在する期間にどれだけ新司法試験制度に早い段

階から多くを割り当てていくか，それとも旧司法試験制度にもある程度，救済

的な役割を是認しながら，一定の人数を残していくかと，その議論はこれから

していくが，いずれにしても将来の形として，こういうふうに増やしていくん

だということはやはり言っておいてあげないと，現に１８年から受験する人は

試験が目の前に迫ってきている。しかし，３，０００人の枠をこの段階で安易

に広げるわけにはいかないので，法科大学院の中で切磋琢磨していい学生を送

り出して，そしてそういう良い大学がたくさんの合格者を出すという形にして

いただくより方法がない。そこのところは我々の委員会としては譲れないよう

。 ，な気がする シミュレーションの仕方も将来は変わってくるかもしれないから

余り先のことは言えないかもしれない。

○司法制度改革審議会の意見では，３，０００人が上限ではないというのは書い

てある。だから，余り先までシミュレーションする必要はないと思う。３，０

００人が絶対超えられない上限ではないという言い方で平成２２年には３，０

００人という言い方をしているのだから，余り先までシミュレーションしても

無意味だと思う。個人的には法曹人口はそのぐらいが良いところだろうと思う

ところはあるが，法科大学院という制度を考えるとそれでは難しい。
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○顧問会議とか法曹養成検討会の議事録を資料として出していただいた。これは

今後の我々の議論に非常に参考になると思うが，これがどの程度当委員会の意

見に拘束力を持つかということについては，基本的には拘束力は持たないと考

えていいのだろうか。仮に拘束力を持たないとしてももちろん貴重な意見とし

て参考にはなるが。あと，こうしたことについて他で公式に議論をしている場

はあるのか。

□承知している限りにおいてはない。

○我々司法試験委員会は，非常に困難な役割を与えられている。つまり法科大学

院制度は，本来の制度の発足の時の趣旨と，現実の運用と大分差が出てきてし

まっている。それをどうすり合わせしたらいいのかということだから，なかな

かうまくいかない。いろいろな意見を集める必要があるだろう。ただ当面公に

述べられているのが司法制度改革審議会意見書や法曹養成検討会の意見の取り

まとめであれば，これを十分生かすということになる。あともう一つは，例え

ば考えるべき論点というようなものについてはある程度早期に発表して，それ

についてのいろいろな世の中の意見を求めるということも考えられる。

◎法科大学院に水準に達しない学生をどういうふうに扱うのかというところを単

刀直入に聞いてみるというのも一つの手かもしれない。

○現状は６，０００人の学生数で３，０００人の合格だから７割というのはあり

得ない数字だが，その６，０００人の学生数が，第三者機関が評価するという

ことや自然淘汰ということで，必ずしも５年後に維持されず，４，０００人程

度の枠にふさわしい学生数ということになってしまう可能性がある。そうする

と，７割というのは十分出てくる数字でもあるというふうに考えると，５年後

までの話をする必要は特にないのではないか。誘導を与えるという意味で，一

番大事な年である初年度の平成１８年と１９年に論点を絞って話をした方がい

いのではないか。

◎当面の２，３年をこのぐらいのことで考えておくという我々の態度表明だけで

もいいのかもしれないということか。

○法科大学院の学生の見極めが非常に難しい。ある程度旧来の司法試験のレベル

というのも分かっているし，今の司法試験の問題検討会で問題のサンプルも作

っている。そうすると法科大学院から既修者コースの中間テストのようなデー

タがある程度出してもらえれば，議論の資料にはなるのかなと思う。

◎プレテストをやれば，ある程度の見通しはつくが。
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○既修者の実力の参考になるのが夏の試験しかない。新司法試験までにあと２年

もあるので，その間には実力も伸びるはず。来年の夏のプレテストくらいにな

ると，大分既修者の実力も分かってくるかと思うが，今年の学内試験結果を参

考にするのは多少きつい。

○司法試験委員としてやれることは何なのかと考えたとき，総合格者数の枠を，

何とかもうちょっと大きくしてくれないかという話ぐらいではないかという感

じがある。つまり，３，０００人というのは閣議決定だし，例えば７，８割と

いうことを世の中に流していたという事実もある。この枠組みが既にできた上

で，この委員会があるわけだから，我々が何を言ったって動かせないものを言

っても仕方がない。この委員会でどの数字は動かせるのか，どの数字は動かせ

ないのか。例えば３，０００人だっていつまででもないということであれば，

じゃあ，いつからなら動かせるのか一応明らかにして議論をしないと，全然我

々の権限のないところで議論をしても無意味な話。そこを，もう一度確認をし

ながら議論すべきだという気がする。

◎当面，平成２２年までぐらいをメドとすれば，我々には，３，０００人を例え

ば５，０００人にするとかそういう議論はできないのではないか。結局３，０

００は３，０００で大体のメドとして，まあ若干の百，二百を動かすのは別と

して。あと現行試験と新試験との割り振りをどのように決めていくかというこ

としかない。その割り振りのやり方である程度新試験を有利になるようにセッ

トしていくか，かなり厳しいセットにしていくか，その選択しか恐らくできな

いような気がする。それでは，いろいろと御意見も出たが，本日の協議結果も

踏まえて，引き続き検討していきたい。

(3) 司法試験受験特別措置検討会構成員の委嘱等について

○ 事務局から，資料８及び資料９について説明がなされ，協議の結果，司

法試験受験特別措置検討会の開催について資料８のとおり決定された。ま

た，同検討会委員については，配布資料９のとおり了承された。

(4) 司法試験第一次試験免除に関する個別審査について

○ 事務局から，司法試験法第４条第１項第４号の規定により司法試験第一

次試験を免除される者に関する規則第１条第１５号による同試験の免除に

関する個別の受験資格審査の申請状況及びその内容について説明があっ

た。協議の結果，当日協議の対象となった５名の申請者中２名について，

上記規定に基づき同試験を免除することが決定された。

， 。審査結果については 事務局から申請者に対して通知することとされた

(5) 司法試験第二次試験考査委員の推薦について

○ 平成１６年度司法試験（第二次試験）考査委員として，資料１１記載の



- 12 -

候補者を法務大臣に推薦することが決定された。

(6) 平成１６年度司法試験第二次試験短答式試験における不正受験者の取扱い

について

○ 事務局から，平成１６年度司法試験第二次試験短答式試験における不正

受験者に対して，今後１年間司法試験を受けることができない旨の委員会

決定が通知されたこと等が報告された。

(7) その他報告案件

○ 新司法試験問題検討会選択科目グループの検討状況等について事務局か

ら報告があった。

７ 次回の開催日程等について

次回の第１２回司法試験委員会会議は，１１月９日（火）午後２時から開催

することが確認された。

（以上）


